
公益社団法人日本ウエイトリフティング協会 

令和 5年 3月 20日 

 

新型コロナウイルス感染防止対策緩和移行における競技会開催について 

（主催者向け） 

 

１．競技会開催にあたっての基本的な考え 

  現在、政府の対策本部は令和 5 年 5 月 8 日に新型コロナウイルス感染症の扱いについて、現在の

「２類相当」から「５類感染症」に位置づける方針を決定していることから、新型コロナウイルス感

染対策の緩和に向けて、本協会が令和 3年 1月 28日付けで通知しました、「各都道府県の競技会再開

に向けた感染拡大防止ガイドライン（更新版）」の内容を変更いたします。 

まだ全国で規制があるものの、競技会がほぼ通常に近い形で開催が実施されつつありますが、令和

5年４月１日以降の競技会の取り組みについて下記に通知いたします。 

なお、競技会開催にあたっては次の取り組みを検討し、各都道府県協会でも地域の感染状況の把握

および行政の発する方針を取り入れながら開催してください。 

（１）基本的には、政府及び自治体の方針に従うことが前提ですが、参加者が安全・安心に競技が行え

るよう、該当管轄及び関係施設と運営方法を協議し上で、必要に応じて大会毎のガイドラインなど

を準備し、コロナ禍以前に近い形での実施を検討してください。 

（２）ただし、室内開催であるため、選手の競技以外時および観客のマスクの着用を推進してください。

感染が多い地域では防止のため主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべきことは明示し、運営、

時間等に支障がないようにしてください。また、事前の通告や掲示案内も行ってください。 

 

２．主催者が行う事前感染防止策について 

（１）体調不良者(発熱や咳・咽頭痛など)は、入場を制限すること。 

（２）競技会の役員、選手、観客の参加数は特に制限を設定しないが、人と人との距離の確保、マスク

着用の推進を行うこと。 

（３）審判、監督会議は最小限時間の設定を計画すること。 

（４）開・閉会式、表彰式等を実施する場合は、簡略化して短時間で行うこと。必要あれば禁止事項を

設ける。 

 

３．競技会開催にあたり 

（１）まだ完全緩和でないため、事前に感染防止策を周知し、開催時はその対策が出来ているか会場内

を定期的に巡回確認し、遵守できていない場合は注意喚起を行う。 

（２）競技会終了後、5 日以内に新型コロナウイルス感染症を発生した場合は、主催者側に連絡をさせ

る。 

 

４．主催者が周知する事項 

（１）マスク等の準備を関係者（参加者、観客等）へ通知する。 

（２）手指の消毒や手洗いの励行を促す。 

（３）会場内の換気（空気の入れ替え）を行う。 

（４）過度な「密閉」「密集」「密接」の３密状態にならないように厳守させる。 

（５）更衣室、休憩・待機スペースでの人と人との一定距離の保持を行わせる。 

（６）ゴミの回収、廃棄について、ゴミはビニール袋に入れ完全に密封する。 

   ※その他、必要と思われる項目は追加すること。 


